
第4号様式

決定期間特例延長通知書

教 高 第663号

令和5年7月7日

宮部 龍彦 様

新潟県教育委員会

（公印省略）

令和5年2月7日付けで公開請求のあった行政文書の公開については、新潟県情報公開

条例第11条第5項の規定により、次のとおり行政文書を公開するかどうかの決定をする期

間を延長したので通知します。
■

･令和5年2月3日の部落解放同盟新潟県連合会と新潟県立

高校との確認会に係る全ての文書

･令和2年以降の、部落解放同盟新潟県連合会と新潟県立高

校との会議に係る全ての文書

行政文書の件名又は内容

新潟県情報公開条例第

11条第1項に規定する

決定期間

令和 5年 2月 7日から

令和 5年 2月 21日まで

行政文書の相当の部分に

ついて公開するかどうか

の決定を行う期限

令和 5年 7月 7日まで

残りの行政文書について

公開するかどうかの決定

を行う期限

令和 5年 7月21日まで

新潟県情報公開条例第

11条第5項を適用する

理由

･当該行政文書の精査に時間を要するため

新潟県教育庁高等学校教育課

電話番号(025) 280 - 5612

係名 指導第2係

内線 3884
担 当 課 （ 所 ）
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一 二〒950-8570(新潟県庁専用郵便番号）

新潟市中央区新光町4番地1

">F1 -‐庁 『者学交暫育課
TEL O25-･2J5 5511(代表）
FAX O25 285-7998

指導需彦株


